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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この条例は、区立公園の設置および管理等について必要な事項を定め、

区立公園の健全な発達と利用の適正化を図り、公共の福祉の増進と生活文化の

向上に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において「区立公園」（以下「公園」という。）とは、都市

公園法（昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。）第二条第一項に

規定する都市公園（以下「都市公園」という。）のうち、区が設置するものを

いう。 

２ この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設

をいう。 

 

（設置基準） 

第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第二条の四に定

めるとおりとする。 

 

（区民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準） 

第二条の三 区内の都市公園の区民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メ

ートル以上とする。 

 

（公園の配置及び規模の基準） 

第二条の四 公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じて

区内における分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止及び都市の良

好な景観の形成に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置

及び規模を定めるものとする。 

一 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街

区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面

積は、〇・二五ヘクタールを標準とし、原則として〇・〇五ヘクタール以上
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一ヘクタール未満とする。 

二 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣

に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、

二ヘクタールを標準とし、原則として一ヘクタール以上とする。 

三 主として区民が休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するこ

とを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、その利

用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその

敷地面積を定めるものとする。 

２ 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園を設置する場合に

おいては、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができ

るように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

 

（公園施設の建築面積の基準） 

第二条の五 法第四条第一項本文に規定する条例で定める割合は、百分の二と

する。 

 

（公園施設の建築面積の基準の特例） 

第二条の六 法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める範囲は、次項か

ら第五項までに定めるとおりとする。 

２ 都市公園法施行令（昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。）

第五条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五

項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行

規則（昭和三十一年建設省令第三十号。以下「省令」という。）第一条の二で

定める災害応急対策に必要な施設（次項各号に掲げる建築物を除く。）を設け

る場合は、当該公園の敷地面積の百分の十を限度として、前条の規定により認

められる建築面積を超えることができる。 

３ 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち、次の各号のい

ずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百分の二十

（前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。）を

限度として、前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。 

一 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定により国宝、重要
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文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天

然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しく

は登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学

術上価値の高いものとして省令第一条の三で定める建築物 

二 景観法（平成十六年法律第百十号）の規定により景観重要建造物として指

定された建築物 

三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第

四十号）の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物 

４ 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築

物として省令第二条で定める建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の百

分の十を限度として、前条及び前二項の規定により認められる建築面積を超え

ることができる。 

５ 仮設公園施設（三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物

をいい、前三項に規定する建築物を除く。）を設ける場合は、当該公園の敷地

面積の百分の二を限度として、前条及び前三項の規定により認められる建築面

積を超えることができる。 

 

（運動施設の敷地面積の基準） 

第二条の七 政令第八条第一項に規定する条例で定める割合は、青山公園にあ

つては百分の七十とし、青山公園以外の公園にあつては百分の五十とする。 

（移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準） 

第二条の八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十

八年法律第九十一号）第十三条第一項に規定する移動等円滑化（同法第二条第

二号に規定する移動等円滑化をいう。）のために必要な特定公園施設の設置に

関する条例で定める基準は、高齢者、障害者等（同法第二条第一号に規定する

高齢者、障害者等をいう。）の公園の利用上の利便性及び安全性の向上の促進

を図ることを考慮して、区規則で定める。 

 

（公園の名称等） 

第三条 公園の名称および位置は、別表第一のとおりとする。 
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（公園の設置等） 

第四条 公園の設置、廃止および区域変更するときは、区長は、その名称およ

び位置その他必要な事項を定め、これを公示しなければならない。 
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第二章 公園の管理 

 

（行為の制限） 

第五条 公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号、第四号、

第五号および第七号については、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この

限りでない。 

一 公園の原状を変更し、または用途外に使用すること。 

二 植物を採集し、または損傷すること。 

三 鳥獣魚貝の類を捕獲し、または殺傷すること。 

四 広告宣伝をすること。 

五 指定した場所以外の場所へ車等を乗り入れ、またはとめおくこと。 

六 立入禁止区域に立ち入ること。 

七 物品販売、業として写真撮影その他の営業行為をすること。 

八 公園内の土地または物件を損壊すること。 

九 ごみその他の汚物を捨てること。 

十 前各号のほか、公園の管理上支障がある行為をすること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、区長の定める事項を記載した申請書を、

区長に提出しなければならない。 

３ 第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、

当該事項を記載した申請書を区長に提出し、その許可を受けなければならない。 

第六条 法第六条第一項または第三項の許可を受けた者は、当該許可にかかる

事項については、前条第一項または第三項の許可を受けることを要しない。 

 

（使用の制限） 

第七条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の使用を

制限することができる。 
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第三章 区以外の者の公園施設の設置等 

 

（資格） 

第八条 法第五条第二項の規定により、公園施設を設置又は管理させることが

できる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。 

 

（許可申請書の記載事項） 

第九条 法第五条第一項の規定による許可申請書の記載事項は、次のとおりと

する。 

一 公園施設の設置の許可申請書 

（一） 申請者の住所、氏名及び職業（法人にあつては主たる事務所の所在

地、名称、代表者の氏名、及び営業種目とする。以下同じ。） 

（二） 公園施設の種類及び数量 

（三） 公園施設の設置の目的 

（四） 公園施設の設置の期間 

（五） 公園施設の設置の場所 

（六） 公園施設の管理組織 

（七） 公園施設の管理規則及び経理計画 

（八） 公園施設の構造及び規模 

（九） 公園施設の設置工事の期間 

（十） 公園施設の設置工事費の調達計画 

（十一） その他区長が指示する事項 

二 公園施設の管理の許可申請書 

（一） 申請者の住所、氏名及び職業 

（二） 公園施設の所在、種類及び数量 

（三） 公園施設の管理の目的 

（四） 公園施設の管理の期間 

（五） 公園施設の管理組織 

（六） 公園施設の管理規則及び経理計画 

（七） その他区長が指示する事項 

三 許可を受けた事項を変更する許可申請書 
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（一） 申請者の住所、氏名及び職業 

（二） 変更する事項 

（三） 変更する理由 

（四） その他区長が指示する事項 

第十条 削除 

 

（保証金等） 

第十一条 区長は、公園施設の設置または管理を許可する場合、必要があると

認めるときは条件を付し、または保証金を徴収し、もしくは保証人をたてさせ

ることができる。 

２ 前項の保証金の額、充当および還付は、区規則の定めるところによる。 

 

（使用料） 

第十二条 公園施設を設置または管理する者からは、その使用する土地、また

は公園施設について、別表第三の範囲内において区規則で定める使用料を徴収

する。 

 

（施設の設置または管理の休止および廃止） 

第十三条 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置ま

たは管理を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければな

らない。 

２ 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置、または

管理を廃止しようとするときは、廃止の日の十日前に理由を付して区長に届け

出なければならない。 
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第四章 公園の占用 

 

（占用の許可申請書の記載事項） 

第十四条 法第六条第二項の規定による許可申請書の記載事項は、次のとおり

とする。 

一 申請者の住所、氏名および職業 

二 工作物その他の物件または施設（以下「物件」という。）の種類および数

量 

三 物件の管理組織 

四 物件の管理規程 

五 物件の設置、工事の計画 

六 物件の設置、工事の期間 

七 公園の復旧方法 

八 前各号のほか区長が指示する事項 

 

（軽易な変更事項） 

第十五条 法第六条第三項ただし書の規定による軽易な変更事項は、公園の風

致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で、区規則で定めるものとする。 

 

（占用料） 

第十六条 公園を占用する者からは、別表第四及び別表第五の範囲内において

区規則で定める占用料を徴収する。 

 

（占用の条件） 

第十七条 区長は、公園の占用の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件

を付することができる。 
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第五章 雑則 

 

（権利の譲渡禁止） 

第十八条 公園施設の設置または管理の許可もしくは公園の占用の許可を受け

た者は、その権利を譲渡し、または転貸することができない。 

 

（使用料等の不還付） 

第十九条 既納の使用料および占用料は還付しない。ただし、区長が相当の理

由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。 

 

（使用料等の減免） 

第二十条 区長は、相当の理由があると認めたときは、使用料および占用料の

全部または一部を免除することができる。 

 

（監督処分） 

第二十一条 区長は、次の各号の一に該当するものに対して、この条例の規定

によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、

または行為の中止、公園を現状に回復することもしくは公園から退去すること

を命ずることができる。 

一 この条例の規定またはこの条例の規定に基づく処分に違反している者 

二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者 

２ 区長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による

許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要

な措置を命ずることができる。 

一 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 

二 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合 

三 その他公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要

が生じた場合 
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（工作物等を保管した場合の公示事項） 

第二十二条 法第二十七条第五項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

一 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

時 

三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管場所 

四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために区長が必

要と認める事項 

 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第二十三条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により

行わなければならない。 

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、告示す

ること。 

二 前号の告示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等につい

ては、同号に規定する告示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、

占有者その他当該工作物等について権原を有する者（以下「所有者等」とい

う。）の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を、区

が発行する広報紙に掲載すること。 

２ 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、区規則で定める

ところにより、帳簿を備え、かつ、関係者の請求があるときは、これを閲覧に

供しなければならない。 

 

（保管した工作物等の価額の評価方法） 

第二十四条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の価額の評価

は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物

等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、

区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識

を有する者の意見を聴くことができる。 
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（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第二十五条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、区

規則で定めるところにより行うものとする。 

 

（保管した工作物等を返還する場合の手続） 

第二十六条 保管した工作物等（法第二十七条第六項の規定により売却した代

金を含む。）の所有者等への返還は、区規則で定めるところにより行うものと

する。 

 

（届出） 

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした

者は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 

一 法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公

園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。 

二 第一号に掲げるものが、法第十条第一項の規定により公園を現状に回復し

たとき。 

三 法第二十七条第一項又は第二項の規定による措置を命ぜられた者が、当該

工事を完了したとき。 

四 公園を構成する土地又は物件について、その所有権を移転し、又は抵当権

を設定若しくは移転したとき。 

五 第二十一条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する必要な

措置を命ぜられた者が、当該工事を完了したとき。 

 

（公園予定区域又は予定公園施設について準用） 

第二十八条 第五条から前条までの規定は、法第三十三条第四項に規定する公

園予定区域又は予定公園施設について準用する。 

 

（指定管理者による管理） 

第二十九条 区長は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十

四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて区長が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲
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げるものを行わせることができる。 

一 公園施設（法第五条第一項の規定により設置又は管理の許可をした公園施

設を除く。以下同じ。）の維持及び修繕に関する業務 

二 公園施設の案内に関する業務 

三 公園の利用の促進に関する業務 

四 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める業務 

 

（指定管理者の指定） 

第三十条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めると

ころにより、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最

も適切に公園の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定する

ものとする。 

一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業

務に従事させることができること。 

二 安定的な経営基盤を有していること。 

三 公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。 

四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理ができること。 

五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準 

３ 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理を

考慮し、指定の期間を定めるものとする。 

 

（指定することができない法人等） 

第三十一条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第

百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締

役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人（以

下「役員等」という。）となつている法人その他の団体（区が資本金、基本金

その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体

であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。）を指定管

理者に指定することができない。 
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（指定管理者の指定の取消し等） 

第三十二条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第

三十条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。 

二 第三十条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。 

三 第三十四条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるとき。 

 

（指定管理者の公表） 

第三十三条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、

又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞

なくその旨を告示するものとする。 

 

（管理の基準等） 

第三十四条 指定管理者は、次に掲げる基準により、公園の管理に関する業務

を行わなければならない。 

一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。 

二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。 

三 公園施設の維持管理を適切に行うこと。 

四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

２ 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとす

る。 

一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項 

二 業務の実施に関する事項 

三 業務の実績報告に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、公園の管理に関し必要な事項 
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（過料） 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、二千円以下の過料

を科することができる。 

一 第五条第一項（第二十八条において準用する場合を含む。）の規定に違反

して同項各号に掲げる行為をした者 

二 第二十一条第一項又は第二項（第二十八条において準用する場合を含む。）

の規定による区長の命令に違反した者 

 

（委任） 

第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。 
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別表 

名称 位置 

本芝公園 東京都港区芝四丁目十五番一号 

浜崎公園 東京都港区海岸一丁目五番三十七号 

イタリア公園 東京都港区東新橋一丁目十番二十号 

汐留西公園 東京都港区東新橋二丁目十七番一号 

桜田公園 東京都港区新橋三丁目十六番十五号 

塩釜公園 東京都港区新橋五丁目十九番七号 

南桜公園 東京都港区西新橋二丁目十番十三号 

芝公園 東京都港区芝公園四丁目八番四号 

西桜公園 東京都港区虎ノ門一丁目十七番四号 

江戸見坂公園 東京都港区虎ノ門二丁目十番二号 

狸穴公園 東京都港区麻布狸穴町六十三番地 

本村公園 東京都港区南麻布三丁目四番九号 

有栖川宮記念公園 東京都港区南麻布五丁目七番二十九号 

笄公園 東京都港区西麻布三丁目十二番一号 

三河台公園 東京都港区六本木四丁目二番二十七号 

さくら坂公園 東京都港区六本木六丁目十六番四十六号 

六本木西公園 東京都港区六本木七丁目十七番八号 

網代公園 東京都港区麻布十番二丁目十五番一号 

新広尾公園 東京都港区麻布十番四丁目五番一号 

飯倉公園 東京都港区東麻布一丁目二十一番八号 

一の橋公園 東京都港区東麻布三丁目九番一号 

円通寺坂公園 東京都港区赤坂五丁目二番四十七号 

一ツ木公園 東京都港区赤坂五丁目五番二十六号 

氷川公園 東京都港区赤坂六丁目五番四号 

高橋是清翁記念公園 東京都港区赤坂七丁目三番三十九号 

乃木公園 東京都港区赤坂八丁目十一番三十二号 

檜町公園 東京都港区赤坂九丁目七番九号 

青葉公園 東京都港区南青山一丁目四番四号 
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青山公園 東京都港区南青山二丁目二十一番十二号 

亀塚公園 東京都港区三田四丁目十六番二十号 

三田台公園 東京都港区三田四丁目十七番二十八号 

高松くすのき公園 東京都港区高輪一丁目五番四十四号 

高輪森の公園 東京都港区高輪三丁目十三番二十一号 

高輪公園 東京都港区高輪三丁目十八番十八号 

白金公園 東京都港区白金三丁目一番十六号 

新浜公園 東京都港区芝浦一丁目一番十号 

芝浦公園 東京都港区芝浦一丁目十六番二十五号 

プラタナス公園 東京都港区芝浦四丁目二十番五十六号 

埠頭公園 東京都港区海岸三丁目十四番三十四号 

こうなん星の公園 東京都港区港南一丁目九番二十四号 

東八ツ山公園 東京都港区港南二丁目八番八号 

汐の公園 東京都港区港南二丁目十六番十号 

杜の公園 東京都港区港南二丁目十六番三十号 

港南和楽公園 東京都港区港南四丁目二番十八号 

港南公園 東京都港区港南四丁目五番一号 

港南緑水公園 東京都港区港南四丁目七番四十七号 

お台場レインボー公園 東京都港区台場一丁目三番一号 

 

 


